
総税市第４１号

平成２６年１１月１４日

各 都 道 府 県 知 事

各 都 道 府 県 議 会 議 長

各 指 定 都 市 市 長 殿
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地方税法施行令の改正等について

地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２６年政令第３５９号）は平成２６

年１１月１４日に公布され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定の

施行の日から施行されることとされたので、次の事項に留意の上、適切に運用され

るようお願いいたします。

また、貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知されるようよろしくお願いい

たします。

なお、この通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術

的な助言）に基づくものです。
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Ⅰ 総括的事項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）の一部の施行に伴い

、地方税に係る申請書等の記載事項に個人番号又は法人番号を追加等するため、地

方税法施行令の改正を行うこととした。

Ⅱ 地方税法施行令の改正に関する事項

第１ 道府県民税及び市町村民税に関する事項

(1) 中間納付額の還付の手続について、請求書の記載事項に、請求をする法人の

法人番号を追加することとした。（令９の２①）

(2) 租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予の手続について、

申請書の記載事項に、猶予を受けようとする法人の法人番号を追加することと

した。（令９の９の４③、９の９の５③、４８の１５の３③、４８の１５の４

③）

第２ 事業税に関する事項

(1) 中間納付額の還付の手続について、請求書の記載事項に、請求をする法人の

法人番号を追加することとした。（令２５①）

(2) 租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予の手続について、

申請書の記載事項に、猶予を受けようとする法人の法人番号を追加することと

した。（令３２の２④、３２の３④）

第３ 不動産取得税に関する事項

贈与により農地等を取得した場合の徴収猶予の手続について、当該農地等を一

時的道路用地等として貸し付けた場合の貸付期限の延長に係る届出書の記載事項

に、届出者の個人番号を追加することとした。（令附則１０⑨）

第４ その他

(1) 相続人の代表者の指定の手続について、届出書の記載事項に、相続人及び相

続人の代表者の個人番号又は法人番号を追加することとした。（令２②）

(2) その他所要の規定の整備を行うこととした。

（備考）この通知においては、次のとおり略称を用いているので、留意願います。

「令」：地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）


